
開示の実施について（事務連絡）

最高裁判所事務総局秘書課

下記の司法行政文書について、 別添あなたから開示の実施の申出がありました、 下記の司法行政

のとおり写しを交付します。

記

1 次の文書番号の開示通知書記'1記載の各文書

最高裁秘書第3046号

2 次の文書番号の情報についての開示通知書記1記載の文書

最高裁秘書第3047号

電話03 (4233) 5240(直通）(担当）秘書課（文書開示第二係）



機密性2

最高裁総一第289号

令和7年3月19日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿
殿

殿

最高裁判所事務総長

高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長会同の開催

について（依命通達）

・標記の会同を別紙の要領によって開催しますので、出席してください。

なお、高等裁判所長官は、随員として高等裁判所事務局長を帯同してください。



(別紙）

高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長会同開催につ

いて

最高裁判所

令和7年6月11日（水）及び12日（木）

最高裁判所

(1)当面の司法行政上の諸問題について

(2)その他

高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長 合計約8"0人

1 主催

2 期日

3 場所

4 協議事項

員同
程

会
日

５
６

13：009：30 12：00

～

13：00

～～

17:0012：00

最高裁判所長官挨拶
協議

昼食

休憩
協議11日（水）

9：30

～

12：00

P

事務的協議
12日（木）

(事務連絡）



機密性2

令和7年3月28日

高等裁判所事務局長 殿

最高裁判所事務総局総務局第一課長

事 務 連 絡

6月11日（水）及び12日（木）開催の高等裁判所長官､地方裁判所長及び家

庭裁判所長会同において、別紙1記載のとおり協議テーマを定めるとともに、別紙

2記載の所長にその意見表明をお願いすることにしましたので、地方裁判所長及び

家庭裁判所長に伝達してください。

なお、管内に意見を表明する地方裁判所長又は家庭裁判所長を有する高等裁判所

は、当該所長からなるべく簡潔にまとめた意見要旨（37字×26行で、A4用紙

3～4枚程度を目安とする。）の提出を受けた上、これを当職に提出していただく

ことになりますが、期限等は追って当職から別途連絡します。

また、最高裁判所においては、会同当日の討議の参考としていただくため、高等

裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長宛てに当該意見要旨を5月中旬頃を目

処に送付する予定です。

おって、事務的協議については、改めて連絡します。



、

(別紙1）

令和7年度長官所長会同協議テーマ（論点事項）

裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について

1 裁判手続のデジタル化を見据え、また､､裁判官を含む裁判所職員の置かれた環

境や働き方に関する意識の変化を踏まえ、裁判官が、事件処理において感じる負

担を軽減し、最も効果的にその能力を発揮し、充実した司法サービスを提供する

ための方策について、継続的に取組が進められてきた。具体的な状況は事件分野

によっても異なる部分もあるが、それぞれ､‘審理運営改善を推し進め、様々な試

みが実践に移されていくとともに、事件処理に関する知見の集積や継承の支援の

充実も徐々に図られてきたところである。各事件分野において行われている取組

について、裁判官が事件処理において感じる負担の軽減につながっているか、ま

た､裁判所の紛争解決機能を高める好循環を生み出しているかといった観点から、

どのように評価すべきか。これらの取組の実効性を高めるための課題・あい路と

して考えられるものは何か。

2 裁判所を取り巻く社会環境の変化が著しい中で、裁判所全体でスピード感をも

って様々な組織的課題に対応していくためには、裁判所の将来を担う世代を含む

裁判官・職員がその活力を最大限発揮していくことが不可欠であることは共通認

識となっていると思われるが、そのためには組織内で円滑なコミュニケーション

を図れていることが必要である。各庁、各部署の現状はどうか。将来を担う世代

，が意見を忌障なく表明できる雰囲気や環境があるか、仮にそのような雰囲気や環

境がいまだ十分に確保されていないとすると、その原因や改善策について、どの

ように考えるべきか。最高裁や高裁に何を期待するか。



「

（別紙2）
■

長官所長会同の意見表明者

京都地方裁判所

広島地方裁判所

水戸家庭裁判所

恵
裕

司
之

巖

野 田

内 藤

前 田

〆

一



機密性2

令和7年4月7日

高等裁判所事務局長 殿

最高裁判所事務総局総務局第一課長

事 務 連 絡

令和7年6月11日（水）及び12日（木）開催の高等裁判所長官、地方裁判所

長及び家庭裁判所長会同に関し、同年3月28日付け当職事務連絡により改めて連

絡することとしていた事務的協議について、別紙のとおり定めましたので、地方裁

判所長及び家庭裁判所長に伝達してください。



(別紙）

令和7年度長官所長会同協議テーマ（論点事項）

組織的に対応すべき事項に対する所長の役割（事務的協議）

少子高齢化・人口減少、人口の都市部集中、共働き・共育て家庭の増加、デジ

タル化の進展等に伴い、裁判所を取り巻く社会環境や裁判官・職員の働き方に関

する意識は顕著に変化しているところ、裁判所が、今後も持続的に、質の高い司

法サービスを提供し続けていくためには､ 適正・迅速な裁判の実現という司法の

本質を維持しつつ、ワークライフバランスの実現など様々な課題に迅速かつ柔軟

に対応していかなければならない｡ このような取組は、一朝一夕に成果が達成で

きるものではないことに加え、複眼的な視点から検討を進めていく必要があるも

のであるが、将来を担っていく世代の裁判官・職員が活力をもって執務に当たれ

るよう、真筆な検討と適時の情報共有が必要と思われる｡‘

今後、各庁及び裁判所全体で施策を進めて行く際の留意点はあるか。その際、

所長や上級庁が果たすべき役割は何か。



【機密性2】

ノ
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国

一軍》 見 要

1

高 等 裁 判所長 官

地 方 裁 判 所 長

家 庭 裁 判 所 長

今云

同

」

令和7年6月11日、12日開催

1



協議事項（1日目（6月11日））

1 裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について

（1）裁判手続のデジタル化を見据え、また、裁判官を含む裁判所職員の置かれた環

境や働き方に関する意識の変化を踏まえ、裁判官が、事件処理において感じる負

担を軽減し、最も効果的にその能力を発揮し、充実した司法サービスを提供する

ための方策について、継続的に取組が進められてきた。具体的な状況は事件分野

によっても異なる部分もあるが、それぞれ、審理運営改善を推し進め、様々な試

みが実践に移されていくとともに、事件処理に関する知見の集積や継承の支援の

充実も徐々に図られてきたところである。各事件分野において行われている取組

について、裁判官が事件処理において感じる負担の軽減につながっているか、ま

た、裁判所の紛争解決機能を高める好循環を生み出しているかといった観点から、

どのように評価すべきか。これらの取組の実効性を高めるための課題・あい路と

して考えられるものは何か。

（2）裁判所を取り巻く社会環境の変化が著しい中で、裁判所全体でスピード感をも

って様々な組織的課題に対応していくためには、裁判所の将来を担う世代を含む

裁判官・職員がその活力を最大限発揮していくことが不可欠であることは共通認

識となっていると思われるが、そのためには組織内で円滑なコミュニケーション

を図れていることが必要である。各庁、各部署の現状はどうか。将来を担う世代

が意見を忌憧なく表明できる雰囲気や環境があるか、仮にそのような雰囲気や環

境がいまだ十分に確保されていないとすると、その原因や改善策について、どの

ように考えるべきか。最高裁や高裁に何を期待するか。

I

(京都地裁）

(広島地裁）

(水戸家裁）
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事務的協議事項（2日目（6月12日））

事務総長の司会進行により、以下の事務的協議が行われます。

2 組織的に対応すべき事項に対する所長の役割（事務的協議）

少子高齢化・人口減少、人口の都市部集中、共働き・共育て家庭の増加、デジタ

ル化の進展等に伴い、裁判所を取り巻く社会環境や裁判官・職員の働き方に関する

意識は顕著に変化しているところ、裁判所が、今後も持続的に、質の高い司法サー

ビスを提供し続けていくためには、適正・迅速な裁判の実現という司法の本質を維

持しつつ、ワークライフバランスの実現など様々な課題に迅速かつ柔軟に対応して

いかなければならない。このような取組は、一朝一夕に成果が達成できるものでは

ないことに加え、複眼的な視点から検討を進めていく必要があるものであるが、将

来を担っていく世代の裁判官・職員が活力をもって執務に当たれるよう、真蟄な検

討と適時の情報共有が必要と思われる。

今後、各庁及び裁判所全体で施策を進めて行く際の留意点はあるか。その際、所

長や上級庁が果たすべき役割ば何か。

2



酉

1 裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について

（1）裁判手続のデジタル化を見据え、また、裁判官を含む裁判所職員の置かれた環

境や働き方に関する意識の変化を踏まえ、裁判官が、事件処理において感じる負

担を軽減し、最も効果的にその能力を発揮し、充実した司法サービスを提供する

ための方策について、継続的に取組が進められてきた。具体的な状況は事件分野

によっても異なる部分もあるが、それぞれ、審理運営改善を推し進め、様々な試

みが実践に移されていくとともに、事件処理に関する知見の集積や継承の支援の

‘充実も徐々に図られてきたところである。各事件分野において行われている取組

について、裁判官が事件処理において感じる負担の軽減につながっているか、ま

た、裁判所の紛争解決機能を高める好循環を生み出しているかといった観点から、

どのように評価すべきか。これらの取組の実効性を高めるための課題・あい路と

して考えられるものは何か。

（2）裁判所を取り巻く社会環境の変化が著しい中で、裁判所全体でスピード感をも

って様々な組織的課題に対応していくためには、裁判所の将来を担う世代を含む

裁判官・職員がその活力を最大限発揮していくことが不可欠であることは共通認

識となっていると思われるが、そのためには組織内で円滑なコミュニケーション

を図れていることが必要である。各庁、各部署の現状はどうか。将来を担う世代

が意見を忌憧なく表明できる雰囲気や環境があるか、仮にそのような雰囲気や環

境がいまだ十分に確保されていないとすると、その原因や改善策について、どの

ように考えるべきか。最高裁や高裁に何を期待するか。

3



(京都地裁）

協議事項1，2の背後には、裁判所の組織風土や組織文化、それらが醸し出す空気

や雰囲気という問題、それらの原因となり得る垂直方向のコミュニケーションの在り

方、最高裁が発するメッセージの影響等の問題が通底していると思われるから、これ

らの観点からまとめて意見を述べたい。

1 負担や負担感を軽減するための種々の取組にもかかわらず、なお負担を感じてい

る裁判官には、いくつかの類型があると思われる。その第1は、育児や家事等の影

響で仕事に当てる絶対時間が少ない裁判官である｡社会の変化で共働き世帯が増え、

家事・育児を分担する必要があるためで、今後ますますそのような裁判官が増えて

いくと見込まれる。この点に適切に対処しなければ、今後も離職者が増えるし、有

為な人材を獲得できなくなる可能性がある。

これに対する改善策としては、昼間だけで仕事が終わるようにすべく、裁判官を

増員するか、仕事のスタイルを変えるしかない。増員自体のハードルが高い上、増

員するにしてもすぐに負担軽減効果は見込めないとすると、仕事のスタイルを変え

る取組が必須といえる。そして、特に民事訴訟の分野において、昼間だけで仕事が

終わるようにそのスタイルを変えるには、我々先輩世代が当然と思い込んでいる審

理運営スタイルや判決スタイルを抜本的に変える必要がある。この点、戸倉前長官

は、昨年の長官所長会同において、刑事裁判と対比しつつ、「民事裁判でも口頭主義

をもっと大胆に取り入れて審理を合理化。効率化できないのか」との問題提起をさ

れた。その発想は一見奇抜に思えるが、考えてみれば、過去に成功した弁論兼和解

も集中証拠調べも口頭主義をうまく活用した成果であり、口頭主義に活路を見出す

発想は、現在の民事裁判官の固定観念を打破するものではないかと考えている。そ

の当否を別にしても、抜本的改革のためには、我々先輩世代の常識を前提とせず、

次世代の若手裁判官らに、全く新たな発想で、新たな審理運営スタイルや判決スタ

イルを一から考えてもらうのがよいと思われる。最高裁が「若い世代の皆さんが、

4



こうあるべきだと思う、時間と労力のかからない審理運営スタイルや判決スタイル

を自由に編み出し、それを紹介し合い、より良いものに高めていく取組をしてみて

はどうか｡」というメッセージを発信すれば､喜んでそれに取り組んでくれるに違い

′ない。これこそが真のボトムアップであろう。我々先輩世代は､ その取組の邪魔を

しないようにしつつ、次世代裁判官らから求められたときにだけ、不足する知識や

経験を補うような後方支援をすれば足りる｡このようにして自由に研究し､試行し、

紹介し合い、その中から各自が自分に合ったスタイルを自由に選んで用いるという

形で､新たな実務を創出してもらう方向に導くのがよいと考える。最高裁がそうい

うメッセージを明確に発することが重要ではないだろうか。歴史を振り返ると、現

在の民訴法を「新民訴」と呼んで新たな審理スタイルを競い合った平成10年前後

の主役は、いずれも右陪席クラスの裁判官であった。今の時代にも同じようなこと

ができないはずはない。トライアンドエラーの精神で、実践に枠をはめずに､ もっ

と自由にチャレンジさせてみると、我々先輩世代が想定していなかった審理スタイ

ルを編み出すかもしれない。そのような大胆な姿勢に立つことが契機となって、楽

で効果の上がる審理スタイルが発明され、新たな組織文化を形成することにつなが

っていく可能性は十分にあると思われる。

2 負担を感じている裁判官の第2の類型は、裁判所の「空気」に閉塞感や無力感を

感じている裁判官である｡裁判所の組織は､全体としてのピラミッド型組織の中に、

「部」という事件処理のための独立した組織が含まれているという特殊な構造を有

している。「部」における事件処理の場面では、キャリアの違う裁判官相互間にも上

下関係はなくフラットの関係にあるところに特徴があり、現状では、このフラット

な関係にあるというところがうまく機能している部が多数を占めていて､ 「部の中

は風通しがよく、自由度も高くてよい」と評価する裁判官が多くいる。他方で、部

の外に出るとどうかど本音を聴けば、「上命下服の官僚組織で自由に意見等が言い

にくく、自由閼達な空気が流れていることは稀であり、重苦しい空気が充満してい

る」との感想を漏らす裁判官が少なくない。現場の裁判官が何に困っているのかを
／
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きちんと聞いてもらったことがなく、何らかの機会に意を決して意見を言っても何

ら反応がないことに無力感と不全感を募らせているという裁判官もいる。現場が何

に困っているのかをきちんと吸い上げて対応するという仕組みがなく、不満や要望

があっても誰に言えばいいのか分からないという裁判官や、言ったところでどうせ

変わらないから意味がないなどとあきらめている裁判官もいる｡ これらは、裁判所

組織がかねてからトップダウンで施策を形成・実施してきたという長い伝統のツケ

であろう。最近では、現場の意見を聴きつつ施策形成を行おうとする最高裁の姿勢

の変化が現場にも少しずつ伝わりつつあるものの、例えば、GSS移行に伴って、

せっかく工夫して使い慣れてきたM36 5から、使い勝手が悪くなりそうな新シス

テムになぜ移行しなければならないのかについて十分な説明や意見聴取がないとし

て、仕事の在り方に重大な影響を及ぼす事項がトップダウンで決まることについて

強い不満を表明する裁判官がいるなど、依然として、現場の裁判官が無力感、徒労

感、閉塞感等を抱く状況は続いているといえる。

3 今後、現場の意見を聴きながら組織的課題に対応していくには、現場の本音をき

ちんと聞き取るための回路や仕組みの構築が不可欠であろう。現場の陪席クラスの

裁判官に聴くと、垂直のコミュニケーションが十分だと評価する裁判官は皆無であ

る。陪席の意見が部総括を介して適時適切に所長に伝わっていると思うかと問い掛

けると、 分からない、実感はないと答える裁判官がほとんどである。評価や異動に

関わること以外で所長から直接意見を聴かれた経験がないという裁判官が多い。所

長とのコミュニケーションは十分かとの問いには､ そもそも所長とコミュニケーシ

ョンを取る必要があると考えたことがなかったという裁判官もいた。

まずは、現在及び将来の様々な組織的課題について､所長と次世代裁判官との直

接のコミュニケーションの機会を増やすことが重要であろう。部総括を介して意見

等を聴くことも1つの回路として重要ではあるが、それだけだと部総括の姿勢や問

題意識の厚薄によって陪席の意見の吸い上げに差が出ることがあるし、間接的にな

ることで本音が伝わりにくくなる。本音を聴き取る上では直接聴く機会を設けるこ
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とが重要であるし、所長が話を聴くということそれ自体が､ 次世代の裁判官の閉塞

感や無力感を打破し、組織の風通しを良くする1つの契機になると思われる。所長

や幹部職員が直接話を聴くことの効果は、次世代の一般職員についても同様に妥当

すると思われる。

4 加えて、裁判官は、「合議」というフラットな関係に立って乗り降り自由で閼達な

意見交換をして合意形成するという優れた伝統を共有しているのであるから、司法

行政の場面でもこれを応用すればよいのではないかと考える。例えば、検討すべき

組織的課題が生じたとき､ 最高裁で大枠だけを整理して示した上で、まず、若手世

代の意見を聴き、それを集約・開示して中間世代の意見を聴き、さらにそれを集約・

開示して先輩世代の意見を聴く。意見が世代で大きく分かれたような場合には、中

間世代、先輩世代の意見を若手世代に開示してもう一度意見を聴く。ここで出た各

世代の意見を踏まえつつ、次世代を担う若手世代の意見を最大に尊重する姿勢で施

策を形成していけば、時代に即した優れたものが出来上がっていくのではないかと

思われる。

そして、それ以上に重要なことは、このような方式を取ることによってこそ、若

手世代が､ 次代を担う主役として尊重されているという実感を持ち、若手世代の閉

塞感、不全感、無力感を払しょくしていくことにつながるという点である。その過

程で、組織の風通しは自然と良くなり、自由關達に言いたいことを言い、やりたい

ことができるという、真に活力ある組織が出来上がるのではないだろうか。施策形

成の方法を変えていくことで、組織風土、組織文化が大きく変わり、空気や雰囲気

が大きく違う裁判所を新たに創出していけるのではないかと考えている。

5 結局、組織は上からしか変えられない。したがって、最高裁が組織において自由

關達なコミュニケーションが重要であるとの認識に立たれるなら、最高裁自身が、

様々な機会を捉えて、施策形成の仕組みをボトムアツプに変えること、意見を聴取

する様々な仕組みを整備していくこと、自由に本音を表明してもらってそれを施策

形成に反映させたいので、さまざまな仕組みを利用して自由に本音の意見を伝えて
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ほしいこと等を、何度も繰り返し説明することが重要である。そして、地家裁の所

長も、それに呼応して同様の説明を繰り返しながら、各庁の実情を踏まえて様々な

意見聴取の仕組みを整備し、様々な工夫の下に本音の意見を引き出す実績を積み重

ねることである。そのような実践を裁判所全体で繰り返していくことで、我々が長

年培ってきた、自由關達、乗り降り自由の合議の伝統が、組織全体のコミュニケー

ションにも広がってい くであろう。そして、徐々にではあるが、組織の空気や雰囲

気、組織風土や組織文化も変わっていくのではないかと思われる。

以上
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(広島地裁）

【論点事項1について】

1 取組による業務量の変化等について

（1）民事関係

ア 当庁の民事通常事件の新受事件数は、横ばいかやや減少傾向にあるが、これ

まで同様、裁判官の手持ち事件数や平均審理期間の長短には、裁判官によって

ばらつきがあり、事件処理に係る客観的な負担にも違いがある。もっとも、単

独事件の経験が浅い裁判官の多くは、最高裁や司法研修所の知の承継・共有に

関する取組によって、文献調査時間を短縮できたり､ 基本的な審理運営の手法

等に関する知識を習得できたりして、負担軽減につながっているとの実感を有

している。

イ 職務の性質上、事件処理に関する負担感は、いずれの裁判官も一定程度は有

していると思われるが、苦労して判決書を作成した事件が確定したり、説得を

重ねることで和解が成立したりした場合には、上記負担感を上回る達成感や充

実感を感じることも多い。他方､事案の内容や代理人の能力、緩慢な訴訟活動

等により、真の争点が不明確で、先が見通せない事件を担当し、進行させる場

合の負担感(徒労感)には大きいものがある｡ また、育児や介護等の負担がある

裁判官の中には、記録検討等に充てられる時間が限られ、事件処理やそれ以外

の取組等への関与に負担感を抱いている者もいる。

(2)刑事関係

ア 当庁の刑事事件の新受事件数は、単独事件が若干増加したものの、裁判員裁

判事件は減少傾向にあり、全体としては比較的順調に事件処理がされている。

もっとも､ 民事部に比べ人員が少ない中､ 公判事件を担当しつつ、原則即日処

理が求められる令状事件や準抗告事件にも対応しなければならないことによる

客観的な負担は少なくない。
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イ 刑事事件担当裁判官は、上記のような令状事件等の処理に係る客観的負担の

ほか、刑事事件の事案の性質自体による心理的負担が大きい上、民事事件と異

なり誰ｶﾐらも感謝されることがないため、徒労感を感じる、あるいは達成感を

感じづらい面があることは否定し難いと述べる部総括がいる一方、特に裁判員

裁判事件については、公判期日が指定され、裁判員が選任されるなどして審理

が始まると、一気に判決まで進み、やり遂げた実感と解放感があることから、

多少事件数が多くなったとしても充実感を感じることができるという意見を述

べる裁判官もいる。

（3）デジタル化による業務の合理化等の状況

ア 刑事事件関係では、現時点でシステム等の具体的な内容が定まっていないこ

ともあって､デジタル化を踏まえた審理運営等の検討はあまり進んでいないが、

民事事件では、Teams (特に投稿機能）を利活用した審理運営が定着している。

また、裁判所全体では、判例検索に加えてM365が自宅のパソコンでも利用

できるようになったことから、育児・家事との両立がしやすくなったとの意見

も聞かれる。さらに、最高裁のCourtsポータルが使いやすくなるなど、以前と

比べてアクセス自体は格段に容易になったと感じている裁判官も多く、法律雑

誌閲覧サービスへの期待も大きい。

イ もっとも、提供される情報量が増加し、必要な情報に適時にアクセスするこ

とについて、受け手側に相応のスキルが求められるようになってきているので

はないかと危倶感を抱く裁判官や、情報の保管場所や利用方法の周知（紹介）

を行うなどして、ツールの利便性を高める工夫が必要ではないかとの意見を述

べる裁判官もいる。

2 客観的な負担・主観的な負担感に違いが生じる要因について

（1）大規模庁では、社会的耳目を集める事件や新規の判断が求められる複雑困難な

事件も多く、事件処理に関する負担・負担感が大きくなる面がある。他方、小規

模庁では、事件数は少ないものの、民事、刑事を問わず、各種取組(PTや要領
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の作成等）、 協議会や研究会への参加など事件処理以外の対応に一定程度時間が

割かれ、この点が大きな負担となっている。また、中小規模庁では、専門部・集

中部を有する大規模庁と異なり、一人の裁判官が様々な事件を担当しなければな

らず、この点は、支部においてより顕著である。さらに、庁の規模に対応して弁

護士の特性（能力等）にも違いがあり、円滑な訴訟運営ができるかどうかに違い

が生じる結果、負担・負担感の大小に影響している面もあると思われる。

（2）個々の裁判官の経験や事件処理能力の差は、負担感に大きく影響すると思われ

る。例えば、裁判官の中には、解決に向けた見通しを立てることができず、当事

者の主張立証に引きずられ、審理が拡散して記録が厚くなり、審理も長期化する

傾向にある者、メリハリを利かせた審理（手持ち事件全体について、事案の内容

や代理人の特性、事件の進行段階等に応じて記録の検討や期日にかける労力、時

間等を調整する効率的・合理的な審理）を実践しようとしても、どのようにすれ

ぱいいのか分からない者、割りきった準備をしてしまうと当事者等から色々な指

摘やクレームを受けるのではないかと恐れるあまり、全件について詳細な準備を

してしまい、負担軽減につながらない者も見受けられる。また、支部等の執務で

は、マルチタスクが求められるところ、この点を不得手とする裁判官もおり、負

担感を増大させる一因となっている。

3 今後の方策等について

(')小規模庁では､裁判官の経験年数等に応じた柔軟な配てん調整等も可能かつ容

“易であると考えられる。もっとも、個別事情（育児、長距離通勤等）によって配

てんに差を設けると、他の裁判官から不満が出ることが予想されるほか、何より

も当該裁判官のモチベーション低下につながる危険があることから、慎重な対応

が必要であると考える。

（2）負担軽減に向け、核心を捉えたコンパクトな審理運営を目指すためには、個々

の裁判官による知識習得のほか、手持ち事件全体を見据えた効率的な訴訟運営を

心掛け、実践する必要がある。この点は､積極的な付合議や擬似合議の活用のほ
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か、知の承継等のための各種参考資料の具体的事件へのあてはめに関する意見交
、．

換の実施等、OJTを通じた部単位での継続的な対応が重要である（部の機能の

活性化の観点）。

(3)最高裁や高裁からの情報発信等については、情報の受け手側が、重要度や効果

等を考え、メリハリを付けつつ部内での継続的な意見交換と実践に結びつけるこ

とが必要であるが､ 最高裁等においても、一時に大量の資料等を送付するのでは

なく、ある程度項目を絞るなど、コンパクトなものを作成し提供するという工夫

も考えられるのではないだろうか。また、論点事項2とも関連するが、情報を共

有してよい範囲について、情報の性質や内容、庁の規模やその後の取組状況等も

考慮した上で柔軟な対応が可能となるよう配慮していただきたい。

【論点事項2について】

1 心理的安全性の確保や裁判所全体での關達なコミュニケーション実現に向けた取

組を受け、幹部職員間では、部下職員（将来世代）にとって意見を言いやすい職場

を整備する必要性は理解し､管理職員の中には､意見表明しやすい環境を作るべく、

普段から働き掛けを続けている者も見受けられるが､担当部署や部署の規模の違い、

課題の明確性等によって濃淡があるように見受けられる。もっとも、①主任書記官

が事件処理の対応等について首次席に相談に来る際、担当の若手書記官を同行し、

首次席と同書記官が直接質疑応答を行う、②裁判部企画官が、若手職員との勉強会

や意見交換等を企画し、若手職員と幹部職員の橋渡し役を担う、③若手職員等の有

志を選抜して、デジタル化後の備品整備に関するPTを立ち上げ、PT内で検討し

た上で、局次長に対するプレゼンを実施するなど、将来世代が意見表明しやすい環

境整備に努め、活性化に向けて取り組もうという雰囲気が醸成されつつある。今後

とも、より良い環境整備に努めるとともに、将来世代を含む職員の負の感情を取り

除き、議論を活性化させていくためには、幹部職員において、自らの発言力の大き

さを考慮し、安易に意見を否定したり、簡単に排除したりするのではなく、肯定的
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に意見を受け止める姿勢を見せるとともに、表明された考え方や視点等を新たな気

付きとして、その後の検討や意見交換につなげ、結果を適時的確にフィードバック

すること等の姿勢を継続していく必要があろう。他方で、将来世代に対し、職員と

して発言することが仕事であり、責任であるといったマインドをどのように植え付

けていくかを検討実践していくことが重要であると思われる。

2 部総括の多くは、合議や部の運営等に関する意見交換を行う中で、陪席から、事

件処理に関連して､公私織り交ぜた色々な話を聴くよう意識していると思われるが、

中には、陪席の私的領域に介入することに消極的で、陪席の真意や陪席との距離感

を掴みかねている者や、多少高圧的な言動になる者など、属人的な面があるように

見受けられる。コロナ禍やそれに伴う働き方に対する意識の変化によって、庁全体

や部での懇親の機会が減少したものの、仲の良い職員同士や裁判官同士では、アド

レスを交換し、懇親会等も行うなど、一概に、陪席や職員同士での円滑なコミュニ

ケーションが滞っているとはいえないように思われる｡ 今後は、チャット等デジタ

ルツールを活用したコミュニケーションも増加してくると思われ（実際、活発な利

活用を行っている裁判官等も散見される。）、これからのコミュニケーションの在

り方を考えるに当たっては、職員間の関係性や業務の効率性・合理性を踏まえなが

ら､各種コミュニケーション手段の特徴を生かした適時適切な棲み分け(使い分け）

を実践・検討していく必要が高いと思われる。

以上
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(水戸家裁）

第1 協議テーマ論点事項1について

1 家裁における事件処理の合理化・効率化と裁判官の負担軽減の程度

後見監督事件の報告書式が統一され、新たな報酬算定の考え方が導入されたほか、

新裁判所ウェブサイトにおける手続案内の合理化に向けて各種申立て書式等の統一化

の検討も進められるなど、全国的な事務標準化が目に見える形で進行し、現場にも還

元・浸透することで、裁判官・職員の意識も、従来のやり方に固執しない柔軟なもの

に変化していると感じる。当庁管内でも、身分関係を証する資料として戸籍等資料を

写しで提出することを認めることで扱いを統一し、さらに、裁判官のコンセンサスが

得られた庁から、法定相続情報一覧図で足りるとする扱いや、相続放棄申述受理申立

て事件における申立人への照会省略などの取組を進めている。本庁調停係の係書記官

制見直しも、受付から第1回期日までの短縮や調停委員指定の平準化につながった｡

このように利用者の利便性向上と併せて書記官等事務の合理化･簡素化と処理の迅速・

合理化が図られ、局所的ではあるが目に見える成果も現れている。それ以外にも、期

日管理を全事件でシステムを利用したものに一本化し、裁判官の予定も共有すること

などで、期日調整・確認事務が合理化され、統計数値に直ちには表れないが、月に数

時間、数十分というレベルでも、携わる者が体感できる事務量の削減効果を示してい

て、それをバネに次に何を工夫できるかを考える、という循環も芽生えている。調査

事務でも、ウェブ調査の活用で、機動性を高めながら出張等の負担軽減に成果を上げ

ている。

ただ、家裁における事件処理の合理化・効率化の取組は、事件ややるべき事（後見

監督の対象に身上保護が加わったこと等）の増加とデジタル化対応に追われている側

面が強く、全体として軽減の実感は乏しい。

2 裁判官の負担が大きい領域での変化と効果 一

（1）家裁の裁判官にとって処理の負担が大きい領域は､言うまでもなく調停､別二
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審判、人訴、少年等で、正に「家裁ならではのより良い解決・判断」が求められる表

舞台である。しかし、職権主義・後見的配慮に傾斜しすぎないようにすることに異論

はないとしても、民事訴訟における「核心を捉えたコンパクトな審理判断」のような

全体を貫く展望的視座を打ち出すことは難しく､ 合理化・効率化との折り合いは、多

くの場合､個々の裁判官が個別事案ごとに手探りしている状態と見受けられる｡また、

上記場面の審理運営改善の取組の多くも､･法改正や政策課題を始めとする当面の課題

への対応に追われる感が強く、（離婚訴訟の合理的審理モデルの提言のほかは）それ

ら自体からは、副次的にであれ､簡単に負担軽減を展望できるものではない。例えば

調停においては、メリハリのある調停運営の取組やウェブ調停の活用、期日間隔の長

期化問題への対応等が進められているが､手続の迅速化と紛争解決力の強化に向けて、

調停委員に対し積極的に働きかけるなどの裁判官の能動的関与が求められる傾向にあ

る。軌道に乗せるだけでなく、効率を探る視点も欠かせない。

（2）仕事のやり方に関しては､M365の導入により、ワンチームで進める家裁業

務に不可欠な職種間連携や代理人との連絡・調整等では、その密度・機動性・効率性

が向上した。また、私物端末による自宅起案もしやすくなったなどとして、支部てん

補や育児に追われるなど時間的制約を受ける層を中心に｢仕事がやりやすくなった｡」

との実感はある。ただ、後者は休日も含む時間のやりくりが多少緩やかになったとい

うもので、ツールを使いこなすスキルが標準的な者にとっては、現状では必ずしも作

業効率そのものの向上や事務量の軽減が得られているわけではない。

（3）このような中で､手続面･判断面の裁量の幅が大きい家裁の事件処理に関する

ノウ・ハウや知見の集積・承継を企図した取組（事件の類型ごとに審理の基本的な進

め方等に関する知見、調停条項、審判書等を集めて共有する取組) などは、多様な事

件を初めて（かつ並行して）担当する層の裁判官の負担（感）軽減に焦点を当てた支

援といえるが、当初から一定の合理性のある事件進行・処理が自信を持ってできるこ

とによる負担軽減が実感されており、好評である。それにとどまらず､家裁事件では、

全国的な処理のノウ.･ハウの共有や標準化自体が効率化に大きく貢献するものと期待
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できる。なお､､これとは趣旨を異にするが、改正家族法への対応等はオール家裁でな

ければ対応できない事柄である6家庭局から､ 調停委員向けの研修動画や東京家裁d

大阪家裁による解釈課題及び運用イメージ等の検討成果等を「プッシュ式」で提供し

ていただけたことは、大変有り難い。各庁。各現場で自主的･自律的に取り組むこと

も大切だとしても、余力にも効率にも限界がある。全国規模で負担を分担・分散して

成果を集約・共有する枠組みの意義は大きい。

3 主観的負担感について

家裁は、過去を裁くだけでなく、よりよい未来を作ることができる裁判所であると

言われ、裁判官もそこにやりがいを見いだしている。しかし、純非訟的な事務や地味

な非公開手続で、本人らの個性以外には事件としての変化・起伏に乏しい。事件処理

の運用改善も､全国や各庁､各係等のレベルで関係職種が連携して取り組まれており、

成果を上げることにつながれば充実感があるが、人的・物的にあい路に突き当たるこ

ともある。社会的意義を理解し、誠実かつ熱意を持って事件や取組に向き合い続けて

いるが、それでも充実感や社会貢献の実感が得にくく、職業人としての自己報酬は低

下しがちとの声も聞く。繁忙感のみで、「今時の家裁事件の面白さ」が昔話ほどには

語られていないとすれば､ これこそ閉塞感なのかもしれない。

なお、今に始まったことではないが、感情的・攻撃的で対応に困難を伴う当事者等

が相対的に多く、意を尽くして働きかけや判断をしても響かないだけでなく、非難・

攻撃として直接跳ね返ってくることもある。徒労感・負担感を増し、ベテランでも心

が傷つくという。ベースの充実感が低下している中では、意欲面を含むメンタルに大

きなダメージとなる。この点は家裁調査官においてより深刻である｡

第2 協議テーマ論点事項2について

1 所長など幹部職員とふだん仕事を一緒にしているわけでない将来を担う世代と

の「垂直的コミュニケーション」に関し、裁判官層のそれに絞って所感を述べる。

2 裁判官については、職務の然らしめるところとして、上下の立場の隔たり自体

を意識した遠慮・自制は余り感じない。しかし、裁判所内では、組織・機構や職員制
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度、転勤 ･処遇を含む人事制度など、デリケートな事項に関する当局からのややもす

ると予防線が前面に出すぎる情報提供・情報管理の在り方と、これを「触れてくれる

な。」という趣旨だど察する受け手の側の付度とがあいまって、この種事項にわたる

話題をはばかる「カルチャー」が醸成されてきたように思われる。その結果、組織的

課題についての意見交換が繁く求められるようになった近時でも§言及してよい事柄

かどうか、発言について幹部側にどのように受け取られ、どのような反応を招くかな

どについては、慎重に「空気」を読んでいる様子が感じられる。時に懸念したとおり

の反応が幹部から示されることもあり、正にこの「空気」が再確認されるとともに、

言いたいことが採り上げてもらえない無力感や変化が期待できないという閉塞感を覚

える向きもなくならず、議論も活性化しない。ごく最近、水戸地家裁では、両所長が

足並みをそろえてそのようなことは気にしなくてよいとして共通の意見交換の場（グ

ループチャット）を設けたところ、本庁・支部を通じ、将来世代の裁判官から転勤や

地方勤務、支部填補などに関する本音ベースの、しかし、裁判所の在り方もしっかり

と見据えた意見が活発に表明され、相互に意見のキャッチボールも展開されている。

若い判事補も臆せず議論に加わっており、将来世代の意見の述べやすさは、必ずしも

提供される情報量や組織内体験の多寡のみで左右されるわけではなく、心理的安全性

の確保こそが最重要と感じさせられた。情報管理や制度上の制約から、議論の範囲・

着地点に限界が設定されているような事項についても、枠をはみ出す議論を制限した

り、妙な予防線を張ったりすることに心を砕くのではなく、関心・問題意識の所在や

程度をうかがう資料と位置付けるなど、それでも聞きたい、思いは受け止めるという

姿勢と度量が求められよう。

3 将来世代にとっては、所長等幹部に自分の意見を述べること自体やそれについ

てのリアクションも、日常の執務とともに､職や組織に対する愛着･帰属意識(Loyalty)

を左右する組織内体験にほかならないわけで、在籍期間が短い分、そのインパクトが

想像以上に大きくなるということにも思いを致すべきであろう。

以上
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機密性2

令和7年度長官所長会同進行予定

●第1日目 9：30～17：00

備 考意見表明庁 時 間協 議 事 項

最高裁判所長官挨拶 15分

135分

(適宜休憩）

9:30～9:45

1 裁判所の紛争解決機能を全体とし

て高めていくための司法行政上の方

策について

（1）裁判手続のデジタル化を見据

え、また、裁判官を含む裁判所職

員の置かれた環境や働き方に関す

る意識の変化を踏まえ、裁判官

が、事件処理において感じる負担

を軽減し、最も効果的にその能力

を発揮し、充実した司法サービス

を提供するための方策について、

継続的に取組が進められてきた。

具体的な状況は事件分野によって

も異なる部分もあるが、それぞ

れ、審理運営改善を推し進め、様

々な試みが実践に移されていくと

ともに、事件処理に関する知見の

集積や継承の支援の充実も徐々に

図られてきたところである。各事

件分野において行われている取組

について、裁判官が事件処理にお

いて感じる負担の軽減につながっ

ているか、また、裁判所の紛争解

決機能を高める好循環を生み出し

ているかといった観点から、どの

ように評価すべきか。これらの取

組の実効性を高めるための課題・

あい路として考えられるものは何

か。

（2）裁判所を取り巻く社会環境の変

化が著しい中で、裁判所全体でス

ピード感をもって様々な組織的課

題に対応していくためには、裁判

所の将来を担う世代を含む裁判官

9:45～12:00

京都地裁（野田）

広島地裁（内藤）

水戸家裁（前田）

(12:00～13:00） (昼食）

240分

(適宜休憩）

13:00～17 :00



・職員がその活力を最大限発揮し

ていくことが不可欠であることは

共通認識となっていると思われる

が、そのためには組織内で円滑な

コミュニケーションを図れている

ことが必要である。各庁、各部署

の現状はどうか。将来を担う世代

が意見を忌憧なく表明できる雰囲

気や環境があるか、仮にそのよう

な雰囲気や環境がいまだ十分に確

保されていないとすると、その原

因や改善策について、どのように

考えるべきか。最高裁や高裁に何

を期待まるか。



●第2日目 9：30～12：00

備 考時 間事 務 的 協 議 事 項

9:30～12:0011150分2 組織的に対応すべき事項に対する所長の役割（事務

的協議）

少子高齢化･人口減少、人口の都市部集中､ 共働き

・共育て家庭の増加、デジタル化の進展等に伴い、裁

判所を取り巻く社会環境や裁判官・職員の働き方に関

する意識は顕著に変化しているところ、裁判所が、今

後も持続的に、質の高い司法サービスを提供し続けて

いくためには、適正・迅速な裁判の実現という司法の

本質を維持しつつ、ワークライフバランスの実現など

様々な課題に迅速かつ柔軟に対応していかなければな

らない。このような取組は、一朝一夕に成果が達成で

きるものではないことに加え、複眼的な視点から検討

を進めていく必要があるものであるが、将来を担って

いく世代の裁判官・職員が活力をもって執務に当たれ

るよう、真蟄な検討と適時の情報共有が必要と思われ

る。

今後、各庁及び裁判所全体で施策を進めて行く際の

留意点はあるか。その際、所長や上級庁が果たすべき

役割は何か｡

(適宜休憩）



『【機密性2

(会同係用）

令和7年度長官・所長会同係シナリオ

●第1日目● 6月11日（水）

9: 20 報道記者入室、カメラ設置

9: 20

o会同係 御連絡いたします。本日は、報道記者が入室しており、最高裁判所

長官着席から挨拶が終了するまでの約15分間、カメラ取材及び録音

等による取材がございます。また、取材開始前にテスト撮影がなされ

る場合がございます。

最高裁判所長官挨拶終了後、協蟻に入りますが、協醗に当たりまし

ては、意見要旨の朗読、協議事項の読み上げは省略させていただきま

す。

【ウェブ会議参加の会同員がいる場合、以下の発言を追加】

ウェブ会議で御参加されている方につきましては、御発言の際は

ウェブ会蟻の挙手ボタンを押した状態（かカメラに向かって挙手し

ていただいた状態）でお待ちいただき、長官から指名がありました

ら、マイクのミュートを解除して御発言ください。

【追加はここまで】

また、御発言の際は、お手元のマイクのボタンを押して庁名を明ら

かにし、御発言いただくようお願いいたします。

なお、例年、御発言が聴きづらい場合もあるようですので、御発言

の際には、マイクの近くで御発言いただくようお願いいたします。

9：25 報道記者（ペン記者）入室

9:30

0会同係 ただ今から、高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長会同

を開催いたします。はじめに最高裁判所長官の挨拶がございます。

9；45 （最高裁判所長官の挨拶終了。報道記者退室）

○会同係 それでは、これから協謹に入ります。協議の進行は最高裁判所長官

にお願いいたします。

休憩時 適宜

○会同係 ○時○○分から協議を再開いたしますので、御着席をお願いいたし
1



ます。

12: O0

（最高裁判所長官が退室した後）

○会同係 昼食について御連絡いたします。別室に昼食会場を用意しておりま

すので、今から御案内する順に御移動願います。

（以下、移動順に）

①まず、高等裁判所長官及び高裁事務局長の皆様と、司研所長、総研

所長は、総長次室に御移動ください。

②次に､知財高裁所長､地家裁所長の皆様は､｜ ゆ特別会
蟻室に昼食を御用意しております。後方の正面扉から出ていただき、

l lこお進みいただき､案内板又は係員の醗導に従い御移動くださ
い｡なお､昼食費用の支払がお済みでない方がいらっしゃいましたら、

午後零時15分まで、大会儀室前ロビーで受け付けております。

なお､大会蟻室にIま4休憩時間中､係員を待機させておりますので、

お荷物などは、置いたままにしていただいて差し支えございません。

13:OO

（最高裁判所長官入室・協臓再開）

休憩時 適宜

○会同係 0時○○分から協艤を再開いたしますので、御着席をお願いいたし
＊

ます。

17:00

（最高裁判所長官が本日の協蟻を終了する旨発言）

○会同係 これで第1日目の協儀を終了いたします。

（最高裁判所長官が退室した後）

○会同係 会同員の皆様に御連絡いたします。

【パターン① 協儀終了時刻が午後4時45分から5時10分までの場合】

協膿に引き続きまして、定刻どおり、5時30分から、懇談会が行

われます。

高裁長官の皆様、地家裁所長の皆様、高裁事務局長の皆様、司研所

2



長、総研所長及び最高裁事務総局の皆様におかれましては、開始時刻

までに適宜特別会蟻室へ御参集ください｡

【パターン②】協蟻が午後4時45分までに終了した場合】

上記1と同じアナウンス

※ ただし、長官から開始を早める御意向を伝えられた場合は、大会

蟻室にて秘書諜長が（総長等と相醗の上）午後5時20分開始を決

定。

【ﾊﾀｰﾝ③協艤終了時刻が午後5時10分を過ぎた場合】

懇餓会は、出席者が参集次第開始いたしますので、皆様はこのまま

特別会膿室へ御移動ください。

【※パターン別はここまで※】

なお、懇談会においても軽装で差し支えございません。

この大会蟻室は、明日の朝まで施錠しますので､ お荷鼎

いたままにしていただいて差し支えございません。

なお、明日の開始時間は、午前9時30分となります。

お荷物などは、置

3



●第2日目● 6月12日（木）

9:30 '

○会同係 ただ今から､ 2日目の協艤を開始いたします。協蟻の進行は事務総

長にお願いいたします。

休憩時 適宜

（

○会同係 ○時○○分から協蟻を再開いたしますので、御着席をお願いいたし
P

ます。

12: 00

（最高裁判所長官が協蟻を終了する旨発言）

○会同係 これで令和7年度長官･所長会同を終了いたします。

（最高裁判所長官が退室した後）

○会同係 御連絡いたします。会同はこれで終了となりますが、高裁長官及び

高裁事務局長の皆様のうち昼食を希望された方については、総長次室

から昼食会場に御案内いたします。

所長の皆様のうち事前に希望された方については､｜ b
特別会蟻室に昼食会場を用意しておりますので、案内板又は係員の勝

導に従い、御移動ください。

なお、ハンセン病資料館に訪問される方は、

|の’ で、御注意ください。

4
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イ

最高裁判所長官挨拶

近年の科学技術の発展を契機とした社会経済の各分野の活動は、まさに日進月歩

の速度で進展しており、少子高齢化等の人口動態の変化やこれに伴う社会経済構造

の変化も加速度的にその歩みを早めています。このような中、国民の価値観や行動

様式の多様化もかつてなく進み、経済活動の在りようも目まぐるしく変わってきて

おり、そこで生起する法的紛争は、多様性や複雑性を増すとともに、意見や利害の

対立の激化も伴って解決を一層困難にする傾向があるように思われます。裁判所が

これらを適正かつ迅速に解決する使命を負っていることは、過去もこれからも一貫

して変わりませんが、この大きくかつ予測困難な環境の変化の中で、裁判制度が国

民から信頼され、法の支配を支える基盤であり続けるためには、裁判所を取り巻く

状況や社会の期待を鋭敏に捉えつつ、裁判の本質を絶えず問い直しながら、裁判運

営上の諸課題に対応していくことが求められるのはもちろん、そのような裁判運営

の維持発展を支える裁判所の組織そのものがこのような変化に十全に対応できるよ

う、変化への耐性を持ったしなやかな組織であることが重要です。

このような裁判所の役割を着実に実践し、強化するためには、裁判官を含む裁判

所職員が、変化に応じて柔軟・機敏に対応できるような環境を作り上げていくこと

が不可欠です。 これまで、各分野の裁判運営の改善に向けた検討が続けられ、担当

する事務の経験年数の少ない者や種々の事情を抱える者を含め、無理なく適正な事

務を遂行できるよう、必要な支援を検討、実施してきました。今後もそのような取

組を継続することが重要ですが、それにとどまらず、私たち裁判所職員自身が多様

な視点を持ち、先例や先入観にとらわれずに現実を直視し、経験を重ね、それを持

ち寄って、その時どきの最善を目指して力を合わせることが大切です。

その意味でも、様々な課題について、経験や世代の違いを超えた率直な意見交換

を重ね､十分な認識共有と建設的な検討を進めるとともに､失敗を恐れることなく、

実践とそれに基づく改善を繰り返していく姿勢が重要であり、とりわけ裁判官や幹
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部職員、そして最高裁をはじめとした上級庁の意識的な対応が不可欠であると考え

ています。

裁判所における現下の最重要課題の一つであるデジタル化については、現在、ほ

ぼ全ての裁判手続においてシステム開発を進めており、それを支える情報通信イン

フラの刷新も並行して進めているところです。裁判手続のデジタル化の目的は、利

用者である国民の利便性を向上させ、裁判所の紛争解決機能を全体的に強化するこ

とによる、より良い司法サービスの提供にあり、デジタル化を契機とした事務の合

理化・効率化も、このような裁判手続の機能の強化に向けた取組であることを改め

て確認したいと思います。年初には、民事訴訟手続におけるe事件管理システム

(RoootS)､が全庁に導入されて一つの節目を迎えましたが、 そこに至るまでには、

計画変更をはじめとした様々な課題が生じ、関係する職員が一体となってそれらの

課題に取り組んできたものと承知しています。今後も、訴訟記録の電子化等のいわ

ゆる民事訴訟手続のフェーズ3に対応するシステムのほか、民事非訟手続、家事手

続、刑事・少年手続のシステムの開発その他の重要なデジタル化のプロジェクトが

続きます｡システム開発では大小の粁余曲折が生じることがあるかもしれませんが、

そのような場合においても、このような目的の下、職員が協力し、機動的かつ柔軟

に対応することによって、デジタル化を着実に実現していくことが大切です。

民事訴訟の分野では、令和8年5月までにはフェーズ3による全面的なデジタル

化がスタートする予定であり、いよいよ1年を切りました。民事訴訟手続の全面デ

ジタル化は、先に述べた他の裁判分野に先立つ大きなチャレンジであり、全力で取

り組むべき課題です。円滑にフェーズ3を迎えるためには、利用者に対する周知を

含め、e提出．e記録管理システム(mints)の習熟・定着に向けた準備を行うこと

が必要不可欠であり､ざらには､改正民訴法等を踏まえた具体的な運用について、

裁判官が中心となって主体的、積極的に議論を進め、その結果を踏まえて弁護士会

等の関係機関とも協議をしていかなければなりません。デジタル化を見据えた審理

運営改善については、これまでの議論により、 デジタルツールを活用しながら核心

－3－



を捉えたコンパクトな審理判断を目指すべきことが確認されたところですが、今後

は、各裁判官の実践を通じて汎用性のある各種手法を定着させることにより、利用

者や裁判官の負担を合理的なものとしつつ、紛争解決機能の向上を目指していくこ

とが重要です。、

刑事の分野でも、デジタル化に対応するための刑事訴訟法等を改正する法律が先

般成立し､ 今後、施行に向けて、様々な準備を進めていかなければなりません。他

方で､現下の刑事裁判をみると､社会情勢の変化を背景にした事件の内容の変容や、

科学技術の進展等による客観的証拠の増加などにより、裁判員裁判をはじめ、刑事

裁判全体が複雑化･困難化している状況がうかがわれます。手続を主宰する裁判所

としては、迅速な裁判を求める国民の声に的確に応えるため、裁判官同士で議論を

深化させていく必要があることはもとより、検察官・弁護人との間でも、個別事件

の振り返り等の場を通じて、より質の高い裁判の実現に向けた意見交換を積極的に

行い、実践的な取組を着実に進めていくことが期待されます。

家事の分野では、家族法制に関する民法等の一部を改正する法律が昨年5月に成

立しました。離婚後に父母双方を親権者と定めることを可能とするなどの親権・監

護に関する規律の見直しをはじめとして、養育費、親子交流､財産分与等の離婚に

際し問題となる事項について幅広く見直しを図る改正であり、調停運営を含めた裁

判実務にも大きな影響を与えると考えられます。来年5月までに施行される改正法

の運用について重要な責務を担う家庭裁判所においては、残された期間の中で、調

停委員への研修等も含め、引き続き、着実に準備を続けるとともに、期日間隔の短

縮に向けた取組やウェブ会議の更なる活用などの調停運営改善の取組を深化させ、

改正法施行後の適切な審理運営につなげていくことが必要です。まだ 家事の分野

でも、民事非訟の分野とともに、オンライン申立て、記録の電子化等を内容とする

デジタル化を図るための規定の整備を行う改正法の施行に向け、合理的、効率的な

事務の在り方について引き続き検討を進めていく必要があります。少年事件につい

ても、非行を取り巻く社会情勢の変化を踏まえつつ、事件の内容や個々の少年の問

〆
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題に応じた必要な調査。審理の在り方を検討・実践し、適切な運用を行うことが求

められています。

裁判所に様々な職責が委ねられ、また、事件も複雑化・困難化していく状況にお

いて、裁判所が今後も社会の期待に応えていく基盤となるのは、裁判官を含む裁判

所職員が無理なくやりがいを持って職務に傾注できる環境であり、ワークライフバ

ランスや柔軟な働き方の実現に向けた取組は重要です｡ 情報通信技術の進展を踏ま

えた執務における種々の工夫、合理化・効率化・標準化には大きな意義があり、様々

な課題を一つ一つ解決しながら、職員が中核的・核心的な事務に注力する態勢の構

築に向けて検討を進めていく必要があります。

司法の果たすべき役割はより一層高まっています｡裁判所は､多様化する利用者、

さらには国民全体の目線に立ってそのニーズを見極めるとともに､これまで以上に、

多角的な視点でその運営を進めていかなければなりません｡ そのためには、日頃か

ら、形式にとらわれることなく実質を重んじる柔軟で合理的な思考を持って、仕事

に取り組んでいくことが大切です。

裁判所が、変化する時代の中にあっても、不変の信頼を国民から得られるよう、

裁判所職員一人一人が、国民から負託された裁判所の紛争解決機能を支えていると

いう自覚を持ち、活力を持って日々の職責を果たしていくことを期待して､ 私の挨

拶とします。

以上
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令和7年度長官所長会同・議事概要

（6月11日､ 12日実施）

1 令和7年6月11日、12日の両日にわたり、最高裁判所において、全

会同員が参集する形で、高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長

会同が開催された。

本年の会同においても、昨年までと同様、裁判所の紛争解決機能を全体

として高めていくための司法行政上の方策について、協議を行った。

まず、裁判手続のデジタル化を見据え、また、裁判官を含む裁判所職員

の置かれた環境や働き方に関する意識の変化を踏まえ、裁判官が、事件処

理において感じる負担を軽減し、最も効果的にその能力を発揮し、充実し

た司法サービスを提供するための方策について、継続的に取組が進められ

てきており、これらの取組についての効果や実効性を高めるための課題、

あい路について意見交換が行われた。

民事訴訟の分野においては、民事訴訟のデジタル化フェーズ3を間近に

控え、これを契機に核心を捉えたコンパクトな審理判断を目指す取組が継

続的に行われ、家事分野においては、父母の離婚後等の子の養育に関する

民法等改正法の施行が1年以内に迫る中、各庁において改正法施行に向け

た準備、検討が進められており、刑事分野においては、裁判員裁判におけ

る公判前整理手続期間の長期化への対応や裁判員裁判非対象事件における

核心を捉えた審理判断の在り方に関する議論などが進められてきている。

その中では、事件処理に有用な資料を裁判官間で共有し、部や庁におけ

る（場合によっては庁を超えた）裁判官同士の議論を通じて事件処理に関

する知見を更に集積し、承継していく取組が重ねられており、それによっ

て負担感軽減の効果を感じている裁判官が増えてきているという意見も多

1



く出された一方、育児などの家庭事情との両立に苦労している裁判官もい

る中で、それらの知見を実際の事件処理において効果的・効率的に活用す

るためには、各部や各庁における実践的な意見交換を深めるなど、更なる

工夫が必要であるとの意見もあった。また、デジタルツールを活用した情

報共有が進み、利便性が向上しているものの、デジタル化の進展に伴い流

通する情報量が増加しており、情報の整理など、情報へのアクセスの向上

を図る必要があるといった意見も出された。

次に、裁判所を取り巻く社会環境の変化が著しい中で、裁判所全体でス

ピード感をもって様々な組織的課題に対応していくためには、裁判所の将

来を担う世代を含む裁判官・職員がその活力を最大限発揮していくことが

不可欠であることは共通認識となっており、そのためには組織内で円滑な

コミュニケーションを図れていることが必要であるところ、このような組

織内におけるコミュニケーションの実情や課題、あい路などについて意見

交換された。

世代間ギャップやコロナ禍以降の意識の変化、過剰な遠慮等から、所属

部が同じ裁判官同士であっても円滑なコミュニケーションが必ずしも十分

でない場合があるとの指摘や、職種をまたぐコミュニケーションの円滑化

のために意識的に工夫を行う必要があるといった意見があった一方で、デ

ジタルツールの活用により、現に、部や庁、世代等を超えた自由なコミュ

ニケーションが図られるようになったとの意見も多く出された。所長を含

む幹部職員と将来世代の裁判官・職員の間におけるコミュニケーションや、

上級庁との間の情報流通などについても､ デジタルツールも活用しつつ、

直接のコミュニケーションを図る機会を設けるなど、継続的に取り組んで

いく必要性が指摘された。

2 事務的協議
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少子高齢化・人口減少、人口の都市部集中、共働き・共育て家庭の増加､

デジタル化の進展等に伴い､裁判所を取り巻く社会環境や裁判官･職員の

働き方に関する意識は顕著に変化しているところ、裁判所が、今後も持続

的に、質の高い司法サービスを提供していくためには、適正・迅速な裁判

の実現という司法の本質を維持しつつ、ワークライフバランスの実現など

様々な課題に迅速かつ柔軟に対応していくための取組を適時にかつ持続的

に進めていく必要性が大きいことを確認した上で、このような組織的に対

応すべき課題に対する取組を各庁及び裁判所全体で進めていくために所長

や上級庁が果たすべき役割について意見交換が行われた。

その中では、組織的課題に関する検討状況について適時適切に情報提供

をしながら各庁で継続的に意見交換をしていくことが重要であるとの意見

や、そのような各庁における意見交換を実のあるものとするためにも、裁

判官・職員が裁判所を取り巻く社会環境に対して関心を持つことが必要で

あるとの意見が出された。また、各庁における意見交換で出された意見に

ついては、上級庁から丁寧にフィードバックしていくことが必要であると

の意見も出された。

これらを踏まえ、所長においては、各庁における意見交換が、司法の本

質を踏まえたものとなるよう配慮しながら、庁全体で組織的課題に対する

関心や意識を高めていくことが必要であり、上級庁としても、このような

所長の取組を支援していく必要があるとの認識が共有された。
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